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第５章 市営住宅長寿命化における実施方針

1 点検の実施方針 

（1）定期点検の実施方針 
法定点検については、適切な時期に点検を実施し、躯体の劣化や設備機器の故障、不具合

などの予防保全を図ります。

また、エレベーターのある住棟は、定期検査を実施します。

（2）日常点検の実施方針 
日常点検は「公営住宅等日常点検マニュアル（国土交通省住宅局住宅総合整備課：平成 28

年 8 月）」に基づき実施します。 

また、住戸内部については、入居者による日常的な点検や空家発生時の点検を基に、劣化

状況の早期発見に努めます。

その他、遊具や外構等の点検は、劣化調査や日常点検と併せて、効率的に実施します。

2 計画修繕の実施方針 

市営住宅を良好かつ長期的に維持管理するためには、躯体や設備状況の劣化状況等を踏

まえ、適切な修繕を計画的に実施する必要があります。

計画修繕項目と修繕周期は、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成 28 年 8 月）」の修繕

周期表を基に必要に応じて実施を検討します。

なお、効率的に工事を実施するため、実際の工事時期や工事の効率化、コスト等を踏まえて

実施時期の調整を適宜行います。

また、用途廃止が予定されている住棟は、原則として計画修繕は実施せず、入居者の問合

せによる個別修繕対応とします。
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■修繕周期表（1/4） 
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■修繕周期表（2/4） 
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■修繕周期表（3/4） 
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■修繕周期表（4/4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）平成 28 年 8 月国土交通省住宅局 

参照文献リスト 

① 公営住宅ストック総合活用計画（公共賃貸住宅ストック総合活用計画）の策定指針（案） 

② ＵＲ賃貸住宅の長寿命化に関する計画（ＵＲ／2014 年 4 月） 

③ 長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント（国土交通省住宅局／2008 年 6 月 改訂） 

④ 建築編 マンションの維持修繕技術（平成 19 年度版）（（社）高層住宅管理業協会／2007 年 10 月） 

⑤平成 17 年版建築物のライフサイクルコスト 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（建築保全センター／2005 年 9 月） 

⑥長期修繕計画指導・コンサル制度 長期修繕計画作成の手引き（（社）高層住宅管理業協会 マンション保全センター／

2010 年 7 月） 
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3 改善事業の実施方針 
改善事業は、次の類型に区分して実施方針と主な内容を示します。

①安全性確保型

躯体の安全性や防火性能、避難施設等の改善を行い、住戸内部及び共用部の安全を確保し

ます。

本市では、昭和 56 年以前に建設された住棟のうち、耐用年限以内の住棟の耐震診断を実

施し、必要に応じて耐震工事を実施し、安全性を確保します。

②長寿命化型改善

長期的に市営住宅を活用するため、建物や設備の耐久性向上や躯体の劣化低減、維持管理

の容易性の向上の観点から、予防保全的な改善を行います。

本市では、外壁塗装や屋上防水等を実施し、市営住宅の長寿命化を実施します。

③福祉対応型改善

高齢者や障がい者等が安心して居住できるよう、住戸内や共用部の福祉対応を実施します。

バリアフリー住戸への住み替え支援として、入居者の状況に応じてエレベーターのある団地

や低階層への住み替えを支援しつつ、エレベーター未設置の団地については、設置スペース

の状況、コスト面や維持管理等について慎重に設置を検討します。

④居住性向上型改善

構造物や建具の老朽化改善、住戸設備の機能向上による居住性向上を実施します。3 点給

湯や浴槽など、入居者の快適な居住性の改善を行います。

4 建替事業の実施方針 
新たな市営住宅の整備は、計画期間内に予定していませんが、老朽化の状況や立地利便性、

長期的な需要の見通し、世帯の小規模化などの諸条件を総合的に考慮し、建替事業が有効と

考えられる場合において検討します。

今後の市営住宅のあり方は、少子高齢化や世帯の小規模化、公営住宅の需給バランスが供

給過多と推測される状況を踏まえ、管理戸数を減らしていく必要があるため、計画的に用途

廃止とします。

中心市街地に近く、敷地規模、高度利用に適した敷地では、将来的な需要を見込みつつ、集

約化を検討します。

また、建替事業の検討においては、必要に応じて民間活力の導入や保育所、高齢者の生活

支援などに資する施設の併設についても検討します。


